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震災からまもなく1年経過する穴水町の現状
2024年1月25日

2024年4月10日

〇穴水町人口：6,927人（3,401世帯）（11月現在）
〇高齢化率：50.2％
〇避難所：6月12日に全て解消
〇仮設住宅：建設型532戸

借上げ型111戸（うち30戸が穴水町内）
〇災害ボランティアセンター：

受け付けニーズ3,843件、完了3,537件
〇罹災証明書交付率：93.3％（12月25日現在）
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避難所
生活環境改善・生活不活
発病の防止など

在宅被災者
個別訪問・困り事調査・直
接支援・つなぎなど

 RSYからは1月3日より現地入りし、スタッフを常駐させつつ、4泊5日のクール（4～5名）で
ボランティアを派遣・当面は継続（9月末までに延べ4,182名が参加）

仮設住宅
引越手伝い・個別訪問・直接支援・自治支援・孤立防止・
「地域支え合いセンター」との連携など



町・社協・NPO等 3者定期協議
2024年1月16日～



（経緯）

穴水町災害VC「生活支援部門」の活
動に位置づけ。

• 1月下旬から主に山間・沿岸集落
約250世帯を自主的に訪問

• 2人1組、1日5チーム程度稼働

• 内容は①ボランティア派遣②介護・
健康③家の修繕（浄化槽・ボイ
ラー・水道に関する相談多数）④公
的支援制度の理解と手続き⑤物
資支援に分類

• 即時対応を目指し、関係機関や専
門家へ仲介

• 要継続案件約30件について福祉
部局、社協、RSY等で共有

R6年能登半島地震・穴水町
避難所運営支援と在宅避難者の実態把握は同時並行
誰が、どこで、どのような状態でいるのか個人を特定



アセスメントシートは、社協・RSYで作成
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被災高齢者等把握事業開始（穴水社協と連携）
2024年3月8日～6月30日

• 調査員17人のべ102人（民生児童委

員、医療・福祉専門職または関連分
野の学生など）が活動

• 災害発生直後から子育て健康課が
75歳以上の高齢者、障害者世帯、
64歳以下の介護保険利用世帯を巡

回。十分に手が回っていなかった大
町地区全域、その他一部の地域
1,214世帯（うち、聞き取り済み1,581
人、要支援対象者112人）を巡回

• 2割程度が断水、ボイラー、エコ

キュート破損によりトイレ・入浴・食
事に支障あり、災害後ADL低下によ
り介護が必要となるケースが増加

• 準半壊世帯の行き場がない、賃貸
物件「罹災証明書申請対象になると
思わなかった」

• 2週間に1回「災害ケース検討会議」
開催中
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 穴水町における訪問先の状況
3月までの一次訪問では、水道が止まっている、風呂に入れていない、トイレが流せないなどの状

態の世帯が多く、凝固剤や食料品を持って行ったりした。また様々な精神的ストレスにより食欲不振
や不眠になる方や、震災により内科の定期通院が中断されてしまったなど命にかかわる課題が多
かった。法律関係では、隣の家が倒壊しかけて自分の家に危害を加える恐れがあるという相談や、
罹災証明書の再申請に関する相談があり、弁護士や司法書士につなぐこともあった。また乳幼児を
抱える世帯では、離乳食やアレルギーに配慮した食料など特殊性のある物について、どのように調
達したらよいかわからない方々もおり、保健センターへのつなぎ等を行った。
4月以降の一次訪問では、日中に仕事をしている方も多く、近隣住民等から安否の情報をいただく

ことも多くあった。すでに転居済みの方も多かった。また、銭湯の無料開放など緊急一時的な取り扱
いの終了などがあり、まだ宅地内配管の損傷で上下水道が使用できていない方からは困惑の声も
出ていた。訪問する中では、精神疾患や発達障害など要配慮の方々も多くおり、今回の地震を機に
発症した方もいらっしゃった。精神疾患の疑いがある人については、精神科通院への促しや、通院
支援としての送迎ボランティアの利用、付き添いとして保健師をつなぐなど、様々な機関や専門職と
連携して、ようやく行くことができたケースもある。一方で支援を担う人員不足も課題として見えた。
介護保険を利用していなかった方が、地震後に必要になったが引き受けるケアマネがおらず支援が
滞っているケースもあった。



Ｓさん（69歳）
妻（71歳）

（町社協）災害VC、ささえあい
（町）住民福祉課、地域包括

（NPO）技術系

NPO等の支援
目で確認

✓食べる・出す・寝る・移動
話を聞いて確認

✓心身の健康状態
✓震災まえの生活ぶり
✓家族や近所との関係

✓公的支援制度の理解、各
種申請手続き状況 など

Ｓさんの支援プラン
●罹災証明書の再申請
⇒技術系NPOの建築士が自宅被害を確
認、書類作成、RSYが申請同行、手続き
補助

●応急仮設住宅入居支援
⇒災害VCによる引っ越し支援
⇒穴水総合病院PTによる妻のADLチェッ
ク、生活環境の評価

●生活サポート
⇒RSY・社協による支援制度の説明と生
活費収支の確認
⇒社協による食料支援
⇒技術系NPOによるSさんの就労サポー
ト
⇒ささえあいセンター、RSY、病院による

日常的な見守り、声かけ、イベント企画
等へのお誘い

RSY
避難所に最後まで居住
「準半壊・お金がない」

相談情報共有

・自宅は老朽化が進み床が
抜けそう、水が出ないなど
の課題多数

・持ち主とコンタクト取れず
「みなし解体」できず。

・税金滞納、医療費未払い、
過去に生保取り消しの履歴
あり
・役場に対する不満増

・働く意思はあるが体力、集
中力、忍耐力に課題

・子どもなし、頼れる身寄り
なし

・妻は腎不全、高次脳障害
の疑い、要支援１

Ｓさんの対応事例
「災害ケース検討会議」にて支援計画の検討





（厚生労働省：被災者見守り・相談支援事業）
ささえあいセンター穴水と共に伴走支援を継続

浦野がアドバイザーに就任

＜特に気になっていること・課題だと感じること＞ 

 話に乗ってきてくれない 

 「声かけ不要」と言われる 

 仮設退所後の住まいの不安 

 体調悪化後の生活の見通しが立たない 

 時間の経過と共に住民の悩みがどのように変化するか 

 入居の確認が取れていない人への対応 

 寒さ対策 

 一人暮らしの人が倒れていたらという不安 



「地震以降、水が出ていない」
70代・男性・一人暮らし

町営住宅。9月9日の訪問でよ
うやくお会いでき、何といまだ水
が出ないことが判明。すぐに町
へ連絡し12日に通水。最初は
支援の申し出に拒否気味だっ
たが、3回目でようやくトイレ・手
洗い場の掃除を実施。本人も
自身で掃除した形跡があり、
「頑張られたんですね」というと
はにかむように「うん...」とうな
ずく。各種支援制度の未申請
の補助、食糧支援の実施等、
今後も見守り。

「自分でボチボチやりますわ」
60代・男性・1人暮らし

「一人じゃ、おそらく何も
できなかった」

60代・男性・一人暮らし

町営住宅。9月19日訪問時、入

口から部屋中一帯が支援物資
やゴミ、生活物品で溢れ、エア
コンもない部屋で生活していた。
本人曰く「腎盂腎炎で1か月入

院、血を吐き、脳梗塞も起こし
ていた」。片づけを申し出るも、
「自分でボチボチやっているか
ら大丈夫」と拒否。親族に協力
を求めるも「あいつは前からそ
んな生活。今は忙しくて関われ
ないが電話はしておく」。粘り
強い介入が必要。

8月中旬、二次避難先の金沢

のホテルから穴水町の仮設に
母親と入居。31日母親が突然

死。様々な手続きが必要にな
る。①除籍謄本の入手②母親
名義銀行通帳解約・本人の通
帳開設③公費解体申請④福
祉推進支援臨時特例給付金
（家財分）申請（非課税世帯の
証明書入手）⑤自宅の抵当権
者への承諾（遠縁の輪島市）、
負債の整理等・・・しばらく伴走
支援が必要。 14

あれだけ隈なく訪問したはずなのに、まさか・・・。



まとめ
市・社協・NPOとの3者連携は必須

1. 在宅避難者の健康被害や関連死、再建の遅れを防ぐに
は、とにかく早く「個」を特定する。

2. そのために必要なマンパワーは、①個別訪問による調
査員②課題分析、支援者へのつなぎをやり切れるコー
ディネーター③人の調整、データ入力と整理、拠点や車
両の確保・整備等ができる事務員。

3. 個別支援計画の検討し実働するため「災害ケース検討
会議」等の協議体を整備する。ニーズに応じた「つなぎ
先」を想定し、今のうちから顔合わせ、話し合いをしてお
くこと。特に生活困窮、要配慮者世帯に困難事例が多い
ため、重層的支援体制整備事業の応用が効果的か。

4. アセスメントに関わる人は、平常時から災害由来の生活
課題に気づく力を高め、基本的な公的支援制度を理解し、
説明できるようにしておけると対処が早い。


